
FAXでお申し込み

092-751-4447

裏⾯の「参加申込書」にご記⼊いただき、
下記FAX番号へ送付してください。

メールでお申し込み

bizsupport@fukuokachuo-bank.co.jp

必要事項を明記の上、下記メールアドレス
まで送信してください。

担当者へお申し込み
裏⾯の「参加申込書」にご記⼊いただき、
弊⾏担当者へご提出ください。

参加無料

下記いずれかの⽅法にて、3⽉1⽇(⾦)までにお申込ください。

福岡中央銀⾏/福岡国税局 共催

実施時期はいつなの？

税率はどうなるの？

軽減税率の対象品⽬は何？

2019年１０⽉１⽇
(消費税引上げと同時)

標準税率10％(消費税率7.8％、地⽅消費税率2.2%)
軽減税率8％ (消費税率6.24％、地⽅消費税率1.76％）

●酒類・外⾷を除く飲⾷料品
●週２回以上発⾏される新聞

(定期購読契約に基づくもの)

→

→

→

・事業者の⽅に知っておいていただきたい軽減税率制度のポイントを紹介します。
・平成35年10⽉1⽇から導⼊される適格請求等保存⽅式（いわゆるインボイス制度）
の概要を説明します。

軽減税率制度は全ての事業者の⽅に関係があります

(福岡市中央区⼤名⼆丁⽬１２番１号）
※公共の交通機関をご利⽤ください。

福岡中央銀⾏ 本店7階 ⼤会議室
会 場13:30 〜 15:00

（受付開始 13:00）

平成31 年 3 ⽉ 8 ⽇ ⾦
⽇ 時

対 象定 員 30名 法⼈・個⼈事業主・個⼈の⽅々



平成31年3⽉8⽇「消費税軽減税率制度対応セミナー」参加申込書

お申込はこのシートを
F A X ま た は E メ ー ル
に て お 送 り く だ さ い 。

法⼈名
フリガナ

法⼈ご住所
〒 －

TEL － － FAX － －

参加者

役 職 ⽒ 名
フリガナ

フリガナ

※弊⾏とお取引がある場合、
お取引⽀店名をご記⼊ください。

お取引
あり ・ なし

「あり」とお答えいただいた場合のみご記⼊ください。
①お取引⽀店名： ⽀店
②弊⾏担当者名：

セミナー参加動機
福岡中央銀⾏( )からの紹介 ・ ＤＭ ・ ホームページ
福岡国税局からの紹介
知⼈( )からの紹介 ・ その他( )

※FAX・メールの誤送信等により本申込書に記載された個⼈情報を第三者が取得した場合、弊⾏としては責任を負いかねますので、
お間違いのないよう慎重にご送信ください。

募集期限
平成31年3⽉1⽇(⾦)

株式会社福岡中央銀⾏ ビジネスサポート部 宛

092-751-4447FAX ⇒ 
bizsupport@fukuokachuo-bank.co.jpEﾒｰﾙ ⇒ 

≪個⼈情報の取扱いについて≫
ご記⼊いただいた個⼈情報につきましては、本セミナーの運営、
及び今後のサービスの提供のために利⽤させていただきます。

福岡中央銀⾏ ビジネスサポート部
TEL：092-751-4532

お問い合わせ先

地下鉄「⾚坂駅」3番出⼝ より 徒歩2分
「⼤名2丁⽬」バス停 より 徒歩1分
「⾚坂⾨」バス停 より 徒歩3分
「法務局前」バス停 より 徒歩5分

最寄りの公共交通機関

※駐⾞場に限りがございます。
ご来場の際は、公共の交通機関をご利⽤ください。

※セミナー会場へは、地図内●の⼊⼝よりご来場ください。

イ キ イズミ
（担当：壹岐、泉）

会場案内


